
 
 
リーガルアラート 

タイ国事業開発局(Department of Business Developments)による株主総会及び監査済財

務諸表の電子登録(E-filing)に関する公示 

 

  
 

法令に従い、タイ国の法人は、上場または非上場の区別なく、決算日から 4 ヶ月以内に定

時株主総会を開催しなければなりません。さらに、商工団体は決算日から 120 日以内に年

次総会を開催しなければなりません。 
 
コロナウイルス（COVID-19）の感染拡大に伴い、タイ国事業開発局（DBD: Department 

of Business Developments）は、2020 年 3 月 4 日に、法令で定められた期限日までに定時総会の開催

ができない法人及び商工団体向けに布告を出しました。定時総会が法令で定める期限日までに開催されな

い場合には、実際に開催された後に当該企業及び商工団体は定時総会開催が遅延した理由とその必要性

を記載した文書を DBD の担当官に提出する必要があります。担当官は報告された遅延をケース毎に検討し

ます。 
 
加えて、DBD からは次のガイダンスも公表されています。 
 
• 国家平和秩序評議会（NCPO: National Council for Peace and Order）布告 No.74/2557 に

基づき、電子技術による会議の開催が可能になりました。前提として、三つの要件、すなわち、少なくとも定足

数の 3 分の 1 が同一の会場で会議に参加する、参加者全員が会議実施時にタイ国に所在する、及びデジタ

ル経済社会省（MITC: Ministry of Information and Communication Technology）の定める電子媒

体での会議実施時の安全基準を適用する、を充足しなければなりません。 

 
 
• 既に定時株主総会の開催の招集を行ったが、COVID-19 の影響により開催ができないと判断した

法人は、延期後の新たな定時株主総会を実施日を定めることができます。この法人は、定時株主総会の延

期と延期後の新たな実施日、開催時間及び会場を記載した書面を用いて、株主全員に通知を行うことができ

ます。この場合は、法令で定める株主総会の招集を、再度行なう必要はありません。 
 
 
• 定時株主総会開催に係る手続きが遅延した場合は、開催手続きが完了した段階で、遅延した理由

を記載した文書を担当官に提出しなければなりません。担当官はケース毎に遅延理由の検討を行います。 

 
 
• 法人の年次監査済財務諸表の DBD への提出が遅延する場合、遅延の理由を記載した文書を

DBD へ提出することができます。担当官がケース毎に遅延の理由を検討します。 
 
 
登記されているパートナーシップ、海外の法令に基づき設立されタイ国で事業を営む外国企業、及び歳入法

に基づき設立されているジョイントベンチャーは、決算日から５ヶ月以内に DBD へ監査済財務諸表を提出し

なければなりません。DBD は 3 月 25 日付布告を通じて、2019 年 10 月 31 日から 2020 年 3 月 31 日

の期間に決算日を迎えた上述の法人等に対して監査済財務諸表の提出の期限日を 2020 年 8 月 31 日ま

で延期する旨を公表しました。 
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